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１ 令和７(2025)年度補正予算概要 

 

（１） 一般会計 

[歳  入]                                     （単位：千円） 

科    目 補 正 額 説        明 

農 林 水 産 債 20,000 農林施設災害復旧債                              20,000 

 

[歳  出] 

 農林水産費                                    （単位：千円）  

科  目 補 正 額 説        明 特  定  財  源 

農 業 振 興 費 △15,750 農地整備事業費減              △15,750 

 農地整備事業費負担金減         △15,750 

  鶴野地区               △14,400 

   事業費減   △64,000 千円の 100 分の 22.5 

  中の沢高台２号線            △1,350 

   事業費減  △2,700 千円の 100 分の 50 

(地方債) 

農地整備事業債 

△15,700 

林 業 振 興 費 285 森林経営管理事業費増              285 

  未整備森林適正管理推進事業費増             285 

     

(その他) 

森林整備等対策 

基金繰入金 

285 

水 産 振 興 費 △38,750 沿岸漁業構造改善対策費減                 △38,750 

  沿岸漁業構造改善対策事業費補助金減    △38,750 

  栽培漁業施設整備事業           △33,500 

   事業費減 

  資源増大・有効利用対策事業        △5,250 

   事業費減 

 

 

(道) 

 沿岸漁業構造改
善事業費補助金 

△22,300 

(地方債) 

過疎地域持続的
発展特別事業債 

△5,200 

沿岸漁業構造改
善対策事業債 

△11,100 

 

[債務負担行為]  

(変 更) 

事   項 
補  正  前 補  正  後 

限  度  額 限  度  額 

函 館 湯 川 漁 港 交 流 広 場 

ト イ レ 清 掃 業 務 委 託 料 

千円 

764 

千円 

699 
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（２）地方卸売市場事業特別会計 

[歳  入]                                     （単位：千円） 

科    目 補 正 額 説        明 

水 産 物 地 方 卸 売 

市 場 使 用 料 

△9,026 売上高割使用料減                △9,026 

一 般 会 計 繰 入 金 10,503 一般会計繰入金増                 10,503 

 水産物地方卸売市場分増                     10,116 

⻘果物地方卸売市場分増                        387 

市 場 整 備 事 業 債 5,900 水産物地方卸売市場施設災害復旧債             5,900 

 

歳  入  合  計 7,377  

 

[歳  出]  

市場管理費                                    （単位：千円） 

科    目 補 正 額 説         明 特 定 財 源 

水産物地方卸売
市 場 管 理 費 

5,900 維持補修費増                             5,900 

 

(地方債) 

市場整備事業債   
5,900 

計 5,900   

 

職 員 費                                    （単位：千円） 

科  目 補 正 額 説        明 特  定  財  源 

一般部局職員費 1,477 職員給与費増                    1,477 

 水産物地方卸売市場分増               1,090 

⻘果物地方卸売市場分増                  387 

 

計 1,477   

  

歳 出 合 計 7,377   

 

＜再掲＞                                                                          （単位：千円） 

 水 産 物 地 方 卸 売 市 場 ⻘ 果 物 地 方 卸 売 市 場 合 計 

歳 入 6,990 387 7,377 

歳 出 6,990 387 7,377 

差 引 0 0 0 

 

[繰越明許費]  

款 項 事  業  名 金  額 

 

１ 市 場 管 理 費 

 

1 市場管理費 
維 持 補 修 費 

（水産物地方卸売市場） 

千円 

5,900 
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２ 令和８(2026)年度予算概要 

 

（１） 一般会計 

[歳  出] 

 農林水産費                                    （単位：千円）  

科  目 予 算 額 説        明 特  定  財  源 

農 業 委 員 会 費 10,717 委員報酬                  8,451 

農業委員                 4,536 

  会⻑１⼈、委員８⼈ 

 農地利用最適化推進委員                3,840 

  委員８⼈ 

農業委員候補者選考委員会委員             75 

負担金ほか                 2,266 

(道) 

農業委員会費 

負担金 

2,757 

(道) 

国有農地管理 

事務取扱交付 

金 

    15 

(その他) 

現況証明手数 

料 

     79 

(その他) 

農地中間管理
事業受託収入 

115  

(その他) 

農業者年金業 

務負担金 

225  

(その他) 

農地中間管理
事業業務協力
金 

 25 

農 林 総 務 費 45,313 鳥獣対策費                 28,968 

農林施設維持補修費                        8,800 

その他所要経費               7,545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(道) 

鳥獣対策事業 

費補助金 

 7,294 

(道) 

権限移譲事務 

交付金 

567 

(その他) 

森林整備等対 

策基金繰入金 

5,358 
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（単位：千円） 

科  目 予 算 額 説        明 特  定  財  源 

農 業 振 興 費 261,701 グリーンツーリズム推進事業費        5,200 

農業法⼈参入支援事業費              95 

農林水産物ブランド化等推進事業費        900 

 農林水産物販路開拓等推進事業費       550 

 函館農水産物ブランド推進協議会負担金       350 

農業経営安定対策費                         15,567 

 営農高度化促進機械整備事業費補助金     5,729 

  豆類収穫機 １式 

 農地利用効率化等支援事業費補助金       6,934 

緑肥導入促進事業費補助金         2,904 

経営所得安定対策事業費補助金                4,687 

農業担い手育成対策費                        2,895 

 新規就農促進補助金            2,400 

 酪農労働環境改善支援事業費補助金          495 

⻲尾ふれあいの⾥管理費          147,255 

 ⻲尾ふれあいの⾥管理委託料              10,171 

  （債務負担行為分） 

  ⻲尾ふれあいの⾥施設整備事業費         135,000 

  管理棟整備 １式 

 維持補修費                1,600 

 その他諸経費                484 

土地基盤整備費               1,140 

 用排水施設整備費補助金           

農地整備事業費                            64,068 

 農地整備事業費負担金          63,000 

  鶴野地区               49,500 

   事業費 220,000千円の100分の22.5 

  中の沢高台２号線           13,500 

   事業費  27,000千円の100分の50 

 その他諸経費               1,068 

ワイン用ぶどう栽培支援事業費補助金     1,383 

水利施設管理強化事業費                   65 

農業用機械等購入資金貸付金                 18,000 

負担金                    446       

(国) 

⻲尾ふれあい
の⾥施設整備
事業費補助金 

47,922 

(道) 

農業経営安定
対策事業費補 

助金 

6,934 

(道) 

経営支援総合 

推進事業費補 

助金 

4,687 

(道) 

新規就農促進 

補助金 

2,400 

(道) 

農地整備監督 

等補助業務委 

託金 

1,068 

(地方債) 

過疎地域持続 

的発展特別事 

業債 

900 

(地方債) 

農業経営安定 

対策事業債 

5,700 

(地方債) 

⻲尾ふれあい
の⾥施設整備
事業債 

86,200 

(地方債) 

農地整備事業 

債 

63,000 

(その他) 

ふるさと再生
事業費補助金 

3,466 
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（単位：千円） 

科  目 予 算 額 説        明 特  定  財  源 

林 業 振 興 費 251,717 

  

森林経営管理事業費             19,063 

 未整備森林適正管理推進事業費       9,372 

  未整備森林適正管理推進事業費補助金       9,691 

森林整備担い手育成事業費          2,590 

自伐型林業普及推進事業費                2,490 

林業研修生インターンシップ宿泊費補助金     100 

地域材利用促進等事業費                      1,054 

林業生産性向上支援事業費                   10,000 

 林業高性能機械導入支援補助金 

  フェラーバンチャ（伐倒機械） １式 

私有林整備促進事業費                       10,456 

 造林事業促進補助金                       

市有林整備費               127,598 

 公共造林事業費             57,355 

  ⼈工造林    4.40ha ほか 

 森林保護事業費                737 

林道整備事業費                          66,500 

  林業専用道開設工事 １式ほか 

 市有林管理所要経費            3,006 

森林整備推進事業費               6,061 

 森林病害虫駆除事業費                     3,947 

 森林病害虫駆除調査事業費                 2,114 

治山事業費                 72,600 

補助事業                60,000 

  浜町442    伏工    230㎡ほか 

日ノ浜町89  法枠工  189㎡ほか 

双見町130  網張工  843㎡ほか 

 起債事業                12,600 

新二見町1   網張工  110㎡ 

古武井町134 網張工  250㎡ 

はこだて森林認証推進協議会負担金ほか      2,295 

(道) 

造林事業促進 

補助金 

4,567 

(道) 

市有林整備費 

補助金 

    79,278 

(道) 

森林整備推進
事業費補助金 

1,849 

(道) 

治山事業費補 

助金 

   30,000 

(地方債) 

造林事業債 

19,300 

(地方債) 

治山事業債 

42,600 

(その他) 

物品売払収入 

18,945 

(その他) 

森林整備等対 

策基金繰入金 

47,405 

水 産 総 務 費 16,849 漁村センター管理委託料（債務負担行為分）   5,860 

イカ広場管理所要経費                628 

水産施設維持補修費                          4,100 

海岸漂着物等対策費                          330 

その他所要経費               5,931 

(道) 

海岸漂着物等 

対策費補助金 

280 

(その他) 

漁村センター 

使用料 

20 
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（単位：千円） 

科  目 予 算 額 説        明 特  定  財  源 

水 産 振 興 費 488,204 魚類等養殖推進事業費              55 

 魚類等養殖推進協議会関係経費 

地域水産業創生推進事業費         207,758 

 キングサーモン完全養殖技術研究事業費  137,078 

コンブ漁業振興研究事業費        70,680 

ブルーカーボン推進事業費                       50  

小型イカ釣り漁業出漁支援補助金             26,520 

沿岸漁業構造改善対策費                    112,820 

 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金       112,820 

  漁場管理保全事業                     29,725 

   ウニ密度管理（⼾井地区・南茅部地区） 

雑海藻駆除（南茅部地区） 

天然コンブ繁茂対策（南茅部地区） 

  漁船施設整備事業                      3,400 

   船揚場補修    １式（南茅部地区） 

  栽培漁業施設整備事業         40,375 

   養殖生簀施設整備 １式（函館地区） 

漁業用流通施設整備事業            4,668 

   製氷貯氷施設受電設備整備ほか １式 

（椴法華地区） 

  漁業被害対策事業              750 

   投光器 LED 灯交換 １式（函館地区） 

資源増大・有効利用対策事業      33,902 

   ウニ種苗放流     640,000 個 

（函館地区・恵山地区・南茅部地区） 

アワビ種苗放流   122,000 個 

（函館地区） 

ナマコ種苗放流    325,000 個 

（函館地区・椴法華地区・南茅部地区） 

ウニ種苗深浅移殖 2,658,000 個 

（函館地区・⼾井地区・恵山地区・ 

            椴法華地区） 

漁場整備事業費               55,000 

函館漁場整備事業費負担金 

  事業費   97,000千円の10分の1 

 ⼾井漁場整備事業費負担金 

  事業費   93,000千円の10分の1 

 恵山漁場整備事業費負担金 

  事業費  104,000千円の10分の1 

 椴法華漁場整備事業費負担金 

  事業費  160,000千円の10分の1 

 南茅部漁場整備事業費負担金 

  事業費   96,000千円の10分の1 

ウニ種苗生産供給事業費           15,607 

沿岸漁場等調査費              3,883 

(国) 

地方大学・地 

域産業創生交 

付金 

147,639 

(道) 

沿岸漁業構造
改善事業費補
助金 

26,900 

(地方債) 

過疎地域持続 

的発展特別事 

業債 

63,600 

(地方債) 

沿岸漁業構造 

改善対策事業 

債 

18,000 

(地方債) 

水産基盤整備 

事業債 

55,000 

(その他) 

生産品売払収 

入 

3,300 

(その他) 

ふるさと寄付 

金 

3,000 

(その他) 

地域振興基金 

繰入金 

57,800 
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（単位：千円） 

科  目 予 算 額 説        明 特  定  財  源 

  コンブ養殖漁業廃棄物適正処理 

             促進事業費補助金 7,966 

漁業共済加入促進補助金           2,289 

漁業近代化資金利子補給費          3,968 

漁業用機械等購入資金貸付金         40,000 

漁業担い手育成対策費                          688 

 漁業就業者確保対策関係経費          38 

 漁業就業体験事業費             200 

 漁業研修受講費補助金            300 

 漁業資格取得費補助金            150 

水難救難所交付金ほか                     11,600 

 

漁 港 管 理 費 7,389 漁港施設管理所要経費            4,945 

函館湯川漁港交流広場管理所要経費        976 

 函館湯川漁港交流広場トイレ清掃業務委託料 

（債務負担行為分）               699 

 その他諸経費                               277 

北海道漁港漁場協会負担金                    1,468 

(道) 

権限移譲事務 

交付金 

3,648 

 

漁 港 整 備 費 55,535 漁港整備事業費                             55,535 

 漁港整備（機能保全）事業費負担金 

  住吉漁港ほか４港 

   係留施設 事業費 376,000 千円の 60 分の 8 

   輸送施設 事業費  36,000 千円の 60 分の 9 

(地方債) 

水産基盤整備 

事業債 

55,500 

 

[債務負担行為]  

事   項 期   間 限  度  額 

漁  村  セ  ン  タ ー 

管 理 委 託 料 

令和９（2027）年度から 

令和11（2029）年度まで 

千円 

4,689 
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（２） 地方卸売市場事業特別会計 

[歳  入]                                  （単位：千円） 

科    目 予 算 額 説     明 

水産物地方卸売 

市 場 使 用 料 

49,355 売上高割使用料                        21,936 

面積割使用料ほか                                      27,419 

⻘果物地方卸売
市 場 使 用 料 

71,994 売上高割使用料                                        18,608 

面積割使用料ほか                                      53,386 

国 庫 補 助 金 236 新しい地方経済・生活環境創生交付金                       236 

財 産 貸 付 収 入 2,878 ⻘果物地方卸売市場⼟地貸付収入                         2,878 

一般会計繰入金 224,000 一般会計繰入金                    224,000 

水産物地方卸売市場分                              171,000 

⻘果物地方卸売市場分                               53,000 

前 年 度 繰 越 金 1 前年度繰越金                                               1 

雑 入 69,336 水産物地方卸売市場雑入                                35,417 

⻘果物地方卸売市場雑入                                33,919 

市 場 整 備 債 24,200 ⻘果物地方卸売市場分                 24,200 

歳 入 合 計 442,000  
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[歳  出] 

市場管理費                                  （単位：千円） 

科    目 予 算 額 説         明 特 定 財 源 

水産物地方卸売
市 場 管 理 費 

212,799 水産物地方卸売市場管理委託料        86,768 

（債務負担行為分） 

施設管理費                              83,424 

施設改良工事費                          26,600 

維持補修費                               3,200 

卸売市場活性化対策費                       472 

漁船誘致対策費                             630 

負担金                                   8,739 

 北海道市場協会負担金                     50 

 全国公設地方卸売市場協議会負担金         30 

 水産物地方卸売市場自治会負担金        8,299 

 水産物地方卸売市場魚食普及対策 

協議会負担金    360 

職員厚生会交付金ほか                     2,966 

(国) 

新しい地方
経済・生活
環境創生交
付金     

236 

⻘果物地方卸売
市 場 管 理 費 

165,450 ⻘果物地方卸売市場管理委託料            75,867 

（債務負担行為分） 

施設管理費                              39,844 

施設改良工事費                          41,600 

維持補修費                               2,160 

⻘果物地方卸売市場管理連絡協議会負担金   3,357 

職員厚生会交付金ほか                     2,622 

(地方債) 

市場整備事
業債     

24,200 

計 378,249   

 

公 債 費                                                                   （単位：千円） 

科 目 予 算 額 説         明 特 定 財 源 

元 金 24,603 ⻑期債償還元金                          24,603 

 水産物地方卸売市場分                 21,415 

 ⻘果物地方卸売市場分                  3,188 

 

利 子 854 ⻑期債償還利子                             854 

 水産物地方卸売市場分                    600 

 ⻘果物地方卸売市場分                    254 

 

計 25,457   
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職 員 費                                                                   （単位：千円） 

科 目 予 算 額 説         明 特 定 財 源 

一般部局職員費 36,294 職員給与費                36,294 

 水産物地方卸売市場分                 20,195 

 ⻘果物地方卸売市場分                 16,099 

 

計 36,294   

 

予 備 費                                                                   （単位：千円） 

科 目 予 算 額 説         明 特 定 財 源 

予 備 費 2,000   

計 2,000   

 

歳 出 合 計 442,000   

 

＜再掲＞                                   （単位：千円） 

 水 産 物 地 方 卸 売 市 場 ⻘ 果 物 地 方 卸 売 市 場 合 計 

歳    入 256,009 185,991 442,000 

歳    出 256,009 185,991 442,000 

差    引 0 0 0 

 

[債務負担行為]                                       

事   項 期   間 限  度  額 

⻘ 果 物 地 方 卸 売 市 場 

管 理 委 託 料 

令和９（2027）年度から 
令和11（2029）年度まで 

千円 

241,692 
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３ 函館市青果物地方卸売市場条例の一部を改正する条例の骨子 

 

 (1) 条例改正の理由 

   卸売市場法の一部改正に伴い，青果物地方卸売市場において取り 

  扱う指定飲食料品等の公表に関する規定を整備するため 

 

 (2) 条例改正の内容 

   別紙新旧対照表のとおり   

 

 (3) 条例の施行期日 

   令和８年４月１日 
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函館市青果物地方卸売市場条例 新旧対照表 

  

現   行 改 正 案 

  

（取扱品目） （取扱品目） 

第３条 函館市青果物地方卸売市場（以下「市場」 

 という。）の取扱品目は，野菜，果実およびこ 

 れらの加工品その他規則で定める食料品または 

 農産物（以下「青果物等」という。）とする。 

第３条 （略） 

  

（市長による卸売予定数量等の公表） （市長による卸売予定数量等の公表） 

第50条 市長は，卸売業者から第49条第１項の規

定による報告を受けたときは，速やかに，主要

な品目の数量およびその主要な産地ならびに前

開場日に卸売された主要な品目の数量およびそ

の卸売価格を卸売場の見やすい場所に掲示する

ものとする。 

第50条 （略） 

２ 市長は，卸売業者から第49条第２項の規定に

よる報告を受けたときは，その日に卸売された

物品について，主要な品目ごとの数量ならびに

高値，中値および安値に区分した卸売価格を公

表するものとする。 

２ （略） 

  

 （市長による食品等持続的供給法に係る公表） 

（新設） 第50条の２ 市長は，次に掲げる事項を卸売場の

見やすい場所への掲示その他の適切な方法によ

り公表するものとする。 

 (1) 市場の取扱品目のうち食品等の持続的な供

給を実現するための食品等事業者による事業

活動の促進及び食品等の取引の適正化に関す

る法律（平成３年法律第59号。以下この条に

おいて「食品等持続的供給法」という。）第 

  42条第１項に規定する指定飲食料品等 

 (2) 前号に掲げる指定飲食料品等の食品等持続 

  的供給法第42条第１項第１号に規定する指標 

 (3) 食品等持続的供給法第36条各号に掲げる措

置の内容 

  

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第74条 市場の管理は，地方自治法（昭和22年法

律第67号）第244条の２第３項の規定により指定

管理者（同項に規定する指定管理者をいう。以

下同じ。）に行わせるものとする。 

第74条 （略） 

２ 指定管理者が行う業務は，次のとおりとする。 ２ （略） 

(1) 買受人の名称変更等の届出および買出人の

登録に関すること。 

(1) （略） 
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(2) 売買取引（第40条および第46条に規定する

ものを除く。）に係る承認，指示および制限

等に関すること。 

(2) （略） 

(3) 市場の施設の使用条件の指定，使用の許可

および制限に関すること。 

(3) （略） 

(4) 市場の維持管理に関すること。 (4) （略） 

(5) その他市長が定める業務 (5) （略） 

３ 指定管理者に前項の業務を行わせる場合にお

ける第５条の２（指定管理者が行う許可，承認

および指定に係るものに限る。），第28条，第 

 29条，第39条第２項および第３項，第44条，第 

 47条，第48条第２項，第49条，第50条，第51条

第３項，第55条第１項，第59条第１項および第

２項，第60条から第63条まで，第64条第１項，

第65条第１項，第66条，第67条第２項，第72条

第２項ならびに前条（指定管理者が行う許可，

承認および指定に係るものに限る。）の規定の

適用については，これらの規定中「市長」とあ

るのは，「指定管理者」とする。 

３ 指定管理者に前項の業務を行わせる場合にお

ける第５条の２（指定管理者が行う許可，承認

および指定に係るものに限る。），第28条，第 

 29条，第39条第２項および第３項，第44条，第 

 47条，第48条第２項，第49条，第50条，第50条

の２，第51条第３項，第55条第１項，第59条第

１項および第２項，第60条から第63条まで，第 

 64条第１項，第65条第１項，第66条，第67条第

２項，第72条第２項ならびに前条（指定管理者 

  が行う許可，承認および指定に係るものに限る｡)

 の規定の適用については，これらの規定中「市

長」とあるのは，「指定管理者」とする。 
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４ 函館市水産物地方卸売市場条例の一部を改正する条例の骨子 

 

 (1) 条例改正の理由 

   卸売市場法の一部改正に伴い，水産物地方卸売市場において取り 

  扱う指定飲食料品等の公表に関する規定を整備するため 

 

 (2) 条例改正の内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 

 (3) 条例の施行期日 

   令和８年４月１日 
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函館市水産物地方卸売市場条例 新旧対照表 

  

現   行 改 正 案 

  

（取扱品目） （取扱品目） 

第４条 函館市水産物地方卸売市場（以下「市場」 

 という。）の取扱品目は，生鮮水産物およびそ 

 の加工品その他生鮮水産物に関連する食料品等 

 （以下「水産物等」という。）とする。 

第４条 （略） 

  

（市長による卸売予定数量等の公表） （市長による卸売予定数量等の公表） 

第60条 市長は，卸売業者から第59条第１項の規

定による報告を受けたときは，その日の卸売の

ための販売開始時刻までに，その日卸売を予定

する物品について，主要な品目の数量およびそ

の主要な産地ならびに前開場日に卸売された主

要な品目の数量およびその卸売価格を卸売場の

見やすい場所に掲示するものとする。 

第60条 （略） 

２ 市長は，卸売業者から第59条第２項の規定に

よる報告を受けたときは，規則で定める方法に

より，その日に卸売された物品について，主要

な品目の数量および卸売価格を公表するものと 

 する。この場合において，卸売価格については， 

 産地，規格別に高値，中値および安値に区分し

てするものとする。 

２ （略） 

  

 （市長による食品等持続的供給法に係る公表） 

（新設） 第60条の２ 市長は，次に掲げる事項を卸売場の

見やすい場所への掲示その他の適切な方法によ

り公表するものとする。 

 (1) 市場の取扱品目のうち食品等の持続的な供

給を実現するための食品等事業者による事業

活動の促進及び食品等の取引の適正化に関す

る法律（平成３年法律第59号。以下この条に

おいて「食品等持続的供給法」という。）第 

 42条第１項に規定する指定飲食料品等 

 (2) 前号に掲げる指定飲食料品等の食品等持続

的供給法第42条第１項第１号に規定する指標 

 (3) 食品等持続的供給法第36条各号に掲げる措

置の内容 

  

  

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第82条 市場の管理は，地方自治法（昭和22年法

律第67号）第244条の２第３項の規定により指定

管理者（同項に規定する指定管理者をいう。以

下同じ。）に行わせるものとする。 

第82条 （略） 
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２ 指定管理者が行う業務は，次のとおりとする。 ２ （略） 

(1) 市場の施設の使用条件の指定，使用の許可

および制限に関すること。 

(1) （略） 

(2) 市場の維持管理に関すること。 (2) （略） 

(3) その他市長が定める業務 (3) （略） 

３ 指定管理者に前項の業務を行わせる場合にお

ける第６条の２（指定管理者が行う許可，承認

および指定に係るものに限る。），第68条第１

項および第２項，第68条の２から第69条まで，

第70条第１項，第71条第１項，第72条，第73条

第２項，第78条第２項ならびに前条（承認およ

び指定については，指定管理者が行うものに限

る。）の規定の適用については，これらの規定 

 中「市長」とあるのは，「指定管理者」とする。 

３ 指定管理者に前項の業務を行わせる場合にお

ける第６条の２（指定管理者が行う許可，承認

および指定に係るものに限る。），第60条の２，第

第68条第１項および第２項，第68条の２から第 

69条まで，第70条第１項，第71条第１項，第72

条，第73条第２項，第78条第２項ならびに前条

（承認および指定については，指定管理者が行

うものに限る。）の規定の適用については，こ

れらの規定中「市長」とあるのは，「指定管理

者」とする。 

  

 


